
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 少年相談窓口
 徳島県警察少年サポートセンター

 ヤングテレホン 平日8:30～17:  30
　℡０８８－６２５－８９００　

○若者の大麻汚染が問題となっています！ 

○令和４年中に、全国で大麻取締法違反で検挙された少年は917人と、５年前の平成30年と比較す

ると倍増しており、10年前の平成25年より15倍増加しています！

☆大麻については、「身体に悪影響がない」「依存性がな

い」等の誤った考えが流れています。しかし、実際には

脳に作用し、様々な不具合を引き起こす違法な薬

物です。 

☆大麻を使用すると、記憶や学習能力が低下し、知覚を

変化させます。何もやる気がしない状態や、人格の変

容、大麻精神病等が引き起こされ、社会生活に適応で

きなくなることもあります。 

☆最初に「やらない」ときっぱり断ることが大事です！ 

　 もし断りづらいなら、「用事があるから」「トイレに行く」などの理由をつけ

て、とにかくその場から離れましょう！ 

☆どうしても気持ちが揺れてしまうときは、「将来やりたいこと」「家族や親

 友、大切な人」を思い出しましょう。

☆そもそも薬物使用を誘ってくる人は、あなたを大事に思ってくれている

 人なのでしょうか？友達だからと安易に誘いに乗ることは絶対ダメ！

 

☆「相談したら、大切な人が捕まってしまう」と考えてためらったり、「自分が注意して

やめさせよう」と考えるかもしれませんが、依存症になっているものをやめさせる

ことは簡単なことではなく、ためらっている内にますます薬物から離れられない状

態となっていきます。すぐに薬物専門の窓口に相談することが大事です。 

☆対処が早ければ早いほど、本人にとっても、周りにとっても一番良い結果につな

がります。大切だと思っている人であればあるほど、早く大麻をやめられるよう

に相談を！ 
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大麻は 
違法!! 
危険です
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相談を！


